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ニジェール国

対象地域におけるマラリア対策戦略拡大のための機材・薬剤供与計画

協議議事録

日本国政府は、ニジェール国政府からの要請に基づき「対象地域におけるマラリア対策戦略拡大

のための機材・薬剤供与計画」（以下「プロジェクト」と記す）に係る基本設計調査の実施を決定し、

その調査実施を独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）に委託した。

JICA はニジェール国へ JICA ニジェール事務所長・西本玲を団長とする、基本設計現地調査団

（以下「調査団」と記す）を派遣し、2008 年 3 月 25 日から 4 月 20 日までニジェール国に滞在する予

定である。

調査団は、ニジェール国政府関係者等と協議すると共に、現地調査を実施した。

協議及び現地調査の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。調査団は、

今後更に調査を継続して基本設計調査報告書を作成する予定である。

ニアメ、2008 年 4 月 8 日

西本玲

団長

基本設計現地調査団

独立行政法人国際協力機構

エルハジ・ママン・イシアカ

次官補

保健省

ニジェール共和国



附属書

1 プロジェクトの目的

本プロジェクトは、マラリアによる罹患率及び死亡率を削減するため、機材・薬剤の調達を通じて、
対象地域におけるマラリア対策のための予防、診断、治療及び啓発を強化することを目的とす
る。

2 プロジェクトの対象サイト

双方は、本プロジェクトの対象サイトは双方が決める規準により今後決定されることに合意した。
しかしながら、最終的なプロジェクトサイトは日本で行われる今後の調査結果に基づき決定され
る。

3 プロジェクトの責任機関及び実施機関

本プロジェクトの責任機関は、保健省（以下「保健省」と記す）、また実施機関は国家マラリア対策
プログラム（以下「PNLP」と記す）である。これら 2 機関の組織図はそれぞれ添付資料 1-1 及び
1-2 に示したとおりである。

4 ニジェール政府からの要請内容

調査団との協議の結果、ニジェール側は添付書類2に記載のある品目を要請した。JICAは要請
の妥当性を検討し、日本政府に対し申請し、承認を得ることとする。しかしながら、プロジェクトの
最終的なコンポーネントは日本における今後の調査の結果に基づき、決定される。

5 無償資金協力の仕組み

5-1.調査団は、添付資料 3および添付資料 4に記載された日本の無償資金協力の仕組みにつ
いてニジェール側に説明し、ニジェール側はそれを理解した。

5-2.ニジェール側は、日本国政府が本プロジェクトに対する無償資金協力の実施を承認した場
合、その円滑な実施のために添付資料 5 に記載された必要な措置をとることを約束した。

6 今後の調査スケジュール

6-1.コンサルタント（の団員）は、引続き 2008 年 4 月 20 日まで現地調査を継続する。
6-2.JICA は、基本設計調査概要報告書を仏語で作成する。また、基本設計概要説明調査団を

2008 年 7 月にニジェール国へ派遣し、その内容についてニジェール側に説明する。
6-3.基本設計概要書の内容について、ニジェール側が基本的に合意をした場合、JICA は基本

設計調査報告書を仏語で作成し、2008 年 10 月以降にニジェール側に送付する。

7 その他の協議事項

7-1.両者はニジェール側から要請された機材リストを見直し、修正を加え、添付資料 2 の機材が
最終的な要請機材であることを確認した。

7-2.両者は機材の優先順位について検討し、各機材のニジェール側の優先度は添付資料 2 に
記載されたとおりであることを確認した。

7-3.両者は、このプロジェクトは予防・検査・治療及び啓発に関する機材を同一地域に集中して
供与し、マラリア対策全般の向上を目的とすることであることを確認した。プロジェクトの対象
地域の選定につき、両者はマラリアの状況、他ドナーの支援実績・計画、他の日本の協力
プロジェクトとの関連、機材活用の実施体制・予算等の規準を基に決定することで合意し
た。

7-4.蚊帳は世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバル・ファンド）（ラウンド 7）で計画された
蚊帳の配布が 5 歳児未満児を対象とすることから、本プロジェクトで要請された蚊帳は妊婦



向けであり、妊産婦検診の際に配布される旨、両者は確認した。その他の機材についても
支援の重複を避けるため、PNLP が責任を持って、他の援助機関の支援との調整を行うこと
を約束した。

7-5.ACT（アルテミシニンをベースとするマラリア多剤療法）薬に関し、両者は 2008 年 4 月の「ニ
ジェールにおける国家マラリア対策政策」の見直し後に許可される（薬剤の）組合せがプロ
ジェクトにおいて調達されることに合意した。両者は無償資金協力の枠組みにおいて、製品
が公的セクターへの販売価格で調達されるよう、努力することに合意した。

7-6.ニジェール側は日本側に対し、本プロジェクトで供与される機材の配布及びその他に関す
るソフトコンポーネントの導入を要請した。
両者は、プロジェクトの機材が適切に対象サイトに配布されるために同可能性を検討するこ
とで合意した。

添付資料：1-1 保健省組織図（責任機関）
添付資料：1-2 PNLP 組織図（実施機関）
添付資料：2 要請品目リスト
添付資料：3 日本の無償資金協力のスキーム
添付資料：4 無償資金協力の仕組み
添付資料：5 両国政府の主要負担事項



添付資料 1-2

総務秘書

調達課

2 名

生物学

4 名

調達課

アシスタント

1 名
保健省・疾病対策局

コーディネーター補

1 名

コーディネーター

1 名

昆虫学課

4 名

IEC / BCC

11 名
課 疫学課

5 名

管理人 / 総務財務局長

1 名

会計係

1 名

財務

アシスタント

1 名

局付秘書

(3 名)

国家マラリア対策プログラム 組織図



添付資料2

1-1 ステンレス製たらい（50リットル）

1-2 プラスチック製バケツ（20リットル）

1-3 計量カップ（1リットル）

1-4 家事用プラスチック製手袋（No.8）

1-5 巻尺（3メートル）

1-6 電卓

1-7 マスク（50枚セット）

1-8 プラスチック製エプロン（Mサイズ、1.60m）

1-9 移動式折りたたみテント（縦6m×横3m×高さ2.5m）

1-10 浸漬用殺虫剤

2-1 幼虫駆除剤（粒剤）

2-2 幼虫駆除剤 化学薬剤

3-1-1 屋外用噴霧機

3-1-2 屋外用噴霧機積載用車両（ピックアップトラック）

3-1-3 屋外用噴霧機用殺虫剤

3-2-1 家庭用ポータブル噴霧機（20リットル）

3-2-2 家庭用ポータブル噴霧機用殺虫剤「WP」

5-1-1 分光光度計

5-1-2 実体顕微鏡

5-1-3 遠心分離機

5-1-4 化学天秤

5-1-5 蒸留水製造装置

5-2-1 双眼顕微鏡（電気）

5-2-2 スライドガラス（100枚セット）

5-2-3 ワクチン針（100本セット）

5-2-4 スライドガラス保管箱

5-2-5 染色バット

5-2-6 ギムザ染色液

5-2-7 メタノール

ニジェール国対象地域におけるマラリア対策機材・薬剤供給計画
要請機材リスト（2008年4月8日現在）

5．生物学的診断用機材

3-1．屋外用

3-2．家庭用

4．長期残効型殺虫剤含有蚊帳

1．蚊帳の浸漬・再浸漬作業用機材

2．幼虫駆除剤

3．殺虫剤噴霧用機材

5-1． PNLP用

5-2．州病院・県病院用
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添付資料2

5-3-1 双眼顕微鏡（電気・反射鏡両用）

5-3-2 スライドガラス（100枚セット）

5-3-3 ブラッドランセット（100本セット）

5-3-4 スライドガラス保管箱

5-3-5 染色バット

5-3-6 ギムザ染色液

5-3-7 メタノール

6-1 ACT薬（100mg錠剤、1000錠入り箱）

6-2 ACT薬（シロップ、50ml入りバイアル）

6-3 パラセタモール（500mg錠剤、1000錠入り箱）

6-4 パラセタモール（シロップ、50ml入りバイアル）

6-5 キニーネ（注射用400mg入りアンプル）

6-6 キニーネ（200mg入りアンプル）

6-7 5％血清グルコース（250mg入りアンプル）

6-8 点滴セット

7-1 金属製医薬品ケース（取っ手付き、縦40cm×横20cm×高さ20cm）

7-2 ACT薬（100mg錠剤、1000錠入り箱）

7-3 ACT薬（シロップ、50ml入りバイアル）

7-4 パラセタモール（500mg錠剤、1000錠入り箱）

7-5 パラセタモール（シロップ、50ml入りバイアル）

7-6 医療用体温計

7-7 新生児用体重計

8-1-1 テレビ

8-1-2 CD/DVD再生機

8-1-3 ラジオカセット

8-1-4 デジタルカメラ

8-1-5 ビデオカメラ

8-2-1 テレビ

8-2-2 CD/DVD再生機

8-3-1 テレビ

8-3-2 CD/DVD再生機

8．IEC用機材

8-1．PNLP用

8-2．州保健局用

8-3．県保健局用

6．保健医療施設用の抗マラリア薬セット

7．コミュニティーヘルスワーカー用セット

5-3．CSIタイプⅡ用

5-4．その他保健医療施設用ラピッドテスト
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添付資料2

8-4-1 テレビ

8-4-2 CD/DVD再生機

8-4-3 ラジオカセット

8-4-4 拡声器（メガホン）

8-4-5 機材保管棚

9-1 医療用電子体温計（摂氏表示）

9-2 血圧計（大人用）

9-3 血圧計（子供用）

9-4 医療用聴診器

9-5 体重計

＊カテゴリー1～9はニジェール側から示された優先度に基づき分類されている。

9．臨床診断用機材

8-4．CSI用
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ニジェール国

マラリア対策支援計画基本設計概要説明調査

協議議事録 （仮訳）

独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）は、2008 年 3月 25 日から 4月 20 日ま
で、ニジェール国に対して「マラリア対策支援計画」に係る基本設計現地調査団を派遣し、
ニジェール国政府関係者との協議、サイト調査を行った。JICA は、その後の日本国内での国
内解析およびニジェール国保健省マラリア対策プログラム技術者との協調のもと基本設計概
要書を取りまとめた。

今般、JICA は、基本設計概要書の内容をニジェール国政府関係者に説明し、協議すること
を目的として、2008 年 8 月 7 日から 12 日まで、JICA 人間開発部保健人材課長竹本啓一を団
長とする基本設計概要説明調査団（以下「調査団」という）をニジェール国に派遣した。

協議の結果、双方は附属書に記載された主要事項について確認した。調査団は、さらに調
査を継続し、基本設計調査報告書を取りまとめる。

ニアメ
2008 年 8月 12 日

竹本 啓一
団長
基本設計概要説明調査団
独立行政法人国際協力機構

ムッサ・ファティマタ

次官
保健省
ニジェール国



附属書

1 基本設計の内容

ニジェール国政府は、調査団が説明した基本設計概要書の内容について合意した。

2 無償資金協力の仕組み

調査団は、2008 年 4 月 4日に両者が署名した協議議事録の添付資料 4 及び 5 に記載されて
いる日本の無償資金協力の仕組み及びニジェール国政府が行う負担事項について説明し、
ニジェール国政府はこれを理解した。

3 今後の予定

JICA は、基本設計調査報告書を完成させ、2008 年 11 月末までにニジェール国政府に送付
する。

4 秘密保持

双方は、機材仕様書など、本プロジェクトに関連するあらゆる資料をプロジェクトの入札
終了まで関係者以外の第三者に開示しないことを確認した。

5 その他の事項

5-1. プロジェクトの概算事業費

調査団は添付資料 1 に示すとおり、本プロジェクトの概算事業費について説明した。双方
は概算事業費について受注者決定まで関係者以外の第三者に開示しないことを確認した。
調査団は、概算事業費は概算であり変更する可能性があることを説明し、ニジェール国政
府はこれを了解した。

5-2. 資機材の活用・維持管理

ニジェール国政府の本プロジェクト責任機関は保健省であり、実施機関は同省マラリア対
策プログラムである。ニジェール国政府は添付資料 2 に示すとおり、本プロジェクトで調
達された資機材の維持管理に必要な経費にかかる予算措置を行うことを確約した。

ニジェール国政府は、本プロジェクトにより調達される機材を活用したマラリア対策を実
施する体制は整っていることを確認したが、本プロジェクト対象地域において人事配置・
採用等により資機材の使用に関する研修を行っていない人員がいる場合は、本資機材が調
達される前までに、必要な研修を実施することについて合意した。PNLP は、蚊帳再浸潤
に関しては、CSI の衛生技師、CS のコミュニティヘルスワーカーに加えて、COSAN 等を通
じて住民組織のメンバーをリクルートし、ボランティアとして再浸潤活動を行うことを、
技術協力プロジェクトであるボボイの「マラリア対策プロジェクト」の活動実績を参考に
検討する。

PNLP は、その手段に応じて資機材の引き渡し後、CSI、CS における活用状況について計画
的にモニタリングを行うつもりである。



5-3. 実施工程

双方は、添付資料 3 の全体工程に示すとおり、適時必要な対応を行うことを確認した。

5-4. プロジェクトの持続性について

ニジェール国政府は、継続したマラリア対策が重要であることから、本プロジェクトによ
り強化されたマラリア対策を継続的に実施するために、自国または他ドナーによる支援を
効果的に計画し、対象地域におけるマラリア対策を持続的な物とすることについて合意し
た。

5-5. 他ドナーによる支援との調整について

ニジェール国政府は、本プロジェクトによる調達される資機材の調達時期、数量、対象地
域を把握した上で、他ドナーによる支援と重複することがないよう調整を図ることを約束
した。特に UNICEF の母子保健プログラムについては、PNLP が保健省母子保健局と蚊帳の
配布対象地域、配布時期について情報交換し調整することについて合意した。

添付資料１ 概算事業費
添付資料２ 運営・維持管理費
添付資料３ 全体工程



添付-1 

概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は 405.1 百万円（日本側 405.1 百万

円、ニジェール国側 0円）となり、日本とニジェール国との負担区分に基づく双方の経費内訳

は、下記（3）に示す積算条件によれば、次の通りと見積られる。ただし、この額は交換公文

上の供与限度額を示すものではない。 

（1） 日本側負担経費   

概算事業費  約 405.1 百万円 

項目 Estimated Cost (million yen) 
i）機材調達費 372.3 百万円 
ii）機材設計監理費 32.8 百万円 

合計 405.1 百万円 
 

（2） ニジェール国負担経費 

負担経費      0 FCFA. ( 0 円)  

（3） 積算条件 

· 積算時点 ：平成 20 年 4 月 

· 為替交換レート ：1US$=110.40 円 

：1EUR=161.82 円 

:1FCFA=0.246 円 

· 調達期間：機材調達の期間は、施工工程に示したとおり。 

· その他 ：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うことする。



添付-2 

運営・維持管理費 

本プロジェクト終了後の機材運営・維持管理に関し、新たに必要と見込まれる費用は以下に

示す通り試算され、1年間に約 368,000FCFA. (約 9 万円)の経費増加が必要となる。 

年間運営・維持管理費に係る増額分試算（単位：FCFA.） 

項目 単価 年間使用量 年間合計 

1.試薬費（分光光度計） 184,000 2 368,000

年間増額分の経費合計 
368,000

(\90,528)



 

添付資料３ 

全体工程 

 

（最終確認調査）

（国内作業）

（図書承認）

（入札業務）

（機材調達）

（出荷前検査）

（輸送）

（据付・調整）

12項目/月数 1 92 3 4 8 10 115

実施工程

6 7

 

 



資料 5 事業事前計画表

1．案件名

ニジェール国マラリア対策支援計画

2．要請の背景（協力の必要性・位置づけ）

ニジェール国の保健医療分野における大きな課題の一つとして、マラリアを含む感染症対策

が掲げられる。特にマラリアは、常に同国における疾病率、死亡率の上位を占める主要疾患で、

政府としても積極的にマラリア対策を進めてきた。具体的には、1984 年にマラリア対策を専任

とする行政機関として国家マラリア対策プログラム（PNLP）を組織するとともに、1987 年には

最初のマラリア対策 5 カ年計画を策定、その後「ニジェール・ロールバックマラリア国家戦略

2001-2005 年」を経て、「国家マラリア対策戦略計画 2006-2010 年」を策定し、現在に至ってい

る。

この現行の国家計画には、2010 年までにマラリアによる死亡率を 2000 年と比較し 60%、マラ

リア罹患率を 50%減少させるとした数値目標が掲げられ、現在もその達成に向け多くの政策が

実施されている。

しかしながら、罹患率、死亡率とも 2004 年、2005 年には多少の減少が見られたものの、2006

年には再度上昇するなど、必ずしも充分な効果を上げているとは言い難い状況である。

本プロジェクトは、マラリア対策の中核機関である PNLP を始め、ニジェール国におけるマラ

リア対策の重点地域に所在する、州・保健区保健局、州・保健区病院、総合保健センター（CSI）、

保健小屋（CS）に対し、以下の活動に資する資機材を調達することにより、上記目標の達成を

支援するものである。

① 予防活動用資機材：蚊帳の殺虫剤浸漬・再浸漬用資機材、殺虫剤散布用資機材など

② 早期診断・早期治療用資機材：顕微鏡、検査試薬、治療薬など

③ 啓発活動用機材（PNLP における啓発教材開発用機材）：TV、ビデオカメラなど

④ ソフトコンポーネント：資機材管理能力の向上

3．プロジェクト全体計画概要

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模）

対象地域におけるマラリアの予防体制、早期診断・治療体制が整備されることにより、対

象地域におけるマラリアの罹患者数、罹患率、死亡者数、死亡率が減少するとともに、質

の良い啓発活動用教材が開発されることにより、上記指標の全国的な減少も期待される。

裨益対象の範囲及び規模：

対象地域の住民約 4,008 千人（2007 年）

(2) プロジェクト全体計画の成果

① 蚊帳の殺虫剤浸漬・再浸漬用資機材、殺虫剤屋内散布用資機材、長期残効型殺虫剤含浸

蚊帳が調達され、先方が浸漬活動、散布活動、配布活動を実施することにより、対象地

域の予防体制が整備される

② 州・県病院に顕微鏡が整備されるとともに、CSI 及び CS にラピッドテストが調達され、

これらの資機材を活用することにより、対象地域のマラリア診断、治療体制が整備され

る

③ 啓発用教材作成用機材が調達された PNLP がこれらの機材を活用することにより、ニジェ

ール国における啓発用教材が拡充される



④ ソフトコンポーネントが実施され、対象機関における管理実施能力が向上することによ

り、対象機関の資機材管理体制が整備される

(3) プロジェクト全体計画の主要活動

①対象地域における予防活動が実施される

②対象地域におけるマラリア診断・治療活動が実施される

③啓発用教材が開発される

④ 資機材管理体制の能力向上のためにソフトコンポーネントが実施される

(4) 投入(インプット)

ア. 日本側：無償資金協力 4.10 億円

イ. 相手国側

・ 蚊帳の配布、診断、治療、啓蒙活動教材の作成など活動の実施

・ 殺虫剤浸漬、殺虫剤散布などの要員確保

・ 活動の実施

(5) 実施体制

主管官庁：保健省

実施機関：国家マラリア対策プログラム（PNLP）

4．無償資金協力案件の内容

(1) サイト

ニアメ特別市、ドッソ州、マラディ州、タウア州、ティラベリ州

(2) 概要

1) 予防活動用資機材の調達

2) 早期診断・早期治療用資機材の調達

3) 啓発用機材の調達

4) ソフトコンポーネント

(3) 相手国負担事項

・銀行取極め(B/A)、支払授権書(A/P)の発行

・日本国側協力対象事業の国内税（付加価値税など）の免税措置

(4) 概算事業費

概算事業費 4.10 億円(無償資金協力 4.10 億円、ニ国側負担分銀行手数料 50万円)

(5) 工期

詳細設計 3.0 ヶ月、入札期間を含め 7.0 月（予定）

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮

特になし



5．外部要因リスク

なし

6．過去の類似案件からの教訓の活用

なし

7．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案

(1)プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標

成果指標 実施前 2009 年以降

妊産婦への蚊帳の配布数※

1
約 24,500 張 104,219 張

屋内散布の実施数 0 軒 45,000 軒

蚊帳の浸漬・再浸漬数※2 約 37,000 張 259,600 張

マラリア診断数※3 約 120,000 件 601,840 件

ACT 薬による治療数※3 約 70,000 件 347,600 件

コミュニティレベルにお

けるマラリアの診断と ACT

薬による治療数※3

マラリア診断 約 12,000 件

ACT薬による治療 約6,000件

マラリア診断 58,920 件

ACT 薬による治療 29,460 件

※1：2006 年医療特別機材供与分 ※2：年間処理可能数 ※3：2006 年

度実績

(2) その他の成果指標

特になし

(3) 評価のタイミング

資機材引き渡しの１年後（2010 年）以降
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1. ソフトコンポーネントを計画する背景

「ニジェール国マラリア対策支援計画」プロジェクトの計画機材は、途上国側が行う活動に使用

される機材を調達する大半の機材案件と異なり、相手国側活動により配布される資材あるいは

活動において使用し消費される資材（検査薬・殺虫剤など）を調達することを内容とする協力

案件であり、案件実施にあたっては、調達資機材が最終ユーザーまで確実に届くこと及び保

管された資機材が有効かつ確実に利用されることに十分配慮することが重要である。

「ニ」国におけるマラリア対策は、以下に示す機関が互いの連携をもって実施されている。

*保健省の組織図よりマラリア対策に関係する機関のみ抜粋

（保健医療サービス機関）

（行政機関）

マラリア対策関係機関組織図

州保健局

県保健局

総合保健センター
（CSI）

保健小屋
（CS）

次官補

保健総局

国家マラリア対策プログラム
（ＰＮＬＰ）

州病院

保健大臣

次官

県病院

疾病・風土病対策局

マラリア対策局 ： マラリア対策に使用される治療薬、殺虫剤、蚊帳などの基準策定、マラリア

対策にかかる政策の立案、活動計画の策定など行政的な活動の他、マラ

リア検査における最終確定診断、啓発活動教材の開発及び活動方法の

指導など具体的な活動も実施するマラリア対策における最高位機関として

位置付けられている。



州保健局 ： 州レベルの保健医療にかかる行政機関であり、マラリア対策においては、

PNLP と連携をはかり、州レベルにおける活動のとりまとめを行う。また、州

内広域の殺虫剤散布などの具体的な業務も実施する。

州病院 ： 州保健局が管轄する保健医療サービスの実施機関である。マラリア対策

に関しては、下位レファレル機関から紹介された患者の臨床検査、治療を

行う。

県保健局 ： 県レベルの保健医療にかかる行政機関であり、マラリア対策においては、

州保健局と連携をはかり、県レベルにおける活動のとりまとめを行う。また、

県内広域の殺虫剤散布などの具体的な業務も実施する。

県病院 ： 県保健局が管轄する保健医療サービスの実施機関である。マラリア対策

に関しては、下位レファレル機関から紹介された患者の臨床検査、治療を

行う。

CSI ： 複数のコミュニティをカバーする保健医療サービスの実施機関であるととも

に、予防衛生に係る活動、下位レベル機関である CSの管理を実施する。

CS ： 地域コミュニティレベルの保健医療サービス実施機関であるとともに、予防

衛生にかかる活動を実施する。

現地調査において、これら関係機関における資機材管理の現状を確認したところ、保健省か

ら配布される治療薬、蚊帳、検査試薬などマラリア対策用消耗品類は、州保健局の管理・監

督のもと、管轄下の県に対し、所定の全数量が保健省から直接各県保健局に納入され、その

後、各県管轄下のＣＳＩに配布され、ＣＳＩから管轄下のＣＳに対し、必要量が配布されるといっ

た一連の物流体制は整備されていた。しかしながら、保健省、州保健局、県保健局などの管

理部門において、下位レベル機関における必要量や現在の在庫量など情報の管理（情報の

フィードバックシステムと情報の活用）が充分ではなく、施設によっては、余剰在庫や不足在

庫が発生しているなど、物流体制における改善の余地は高いと判断される。

また、ＣＳＩやCSなどの末端機関におけるこれら資機材の保管体制は、施設により対応が大き

く異なっており、管理台帳を備え、入出庫をきちんと管理している施設がある反面、台帳が整

備されていないため、現在の在庫状況や、保管されている資材の有効期限などが充分に把

握されていない施設も散見された。

これらの現状から、今回の資機材調達を機に、以下のようなソフトコンポーネントを実施するこ

とにより、本案件の円滑な実施を支援するとともに、協力成果の持続性につながるものと判断

される。

(1) 消耗品などの管理方法の開発及び管理技術の指導

上述のとおり、末端のＣＳＩ及びＣＳでは、配布された消耗品（治療薬、検査試薬など）

の管理体制が施設により大きく異なっており、一部の施設においては、有効期限切れ

薬品の不良在庫や在庫不足などの問題が発生している。従って、本ソフトコンポーネン

トにおいて、全ＣＳＩ及びＣＳにおいて適正な資材在庫管理方法を構築・導入することに



より、貴重な資源の損失や不適切な在庫を減少することが可能となり、本件実施後の

協力成果の持続に資するものと判断される。

(2) 適正な配布システムの構築

現在も妊産婦に対する蚊帳の配布は、妊婦健診の実施と連動して実施されており、配

布実績を母子手帳に記載するなどの二重配布防止策を講じており、一応、配布管理

体制は機能している。しかしながら、配布時の受領書の取り付けや、配布実績の台帳

管理等までは実施しておらず、過去に配布した対象者の特定が出来ないなど、多くの

問題を抱えている。従って、配布に伴う受領書類の取り付け、ファイリング及び配布記

録台帳への記載などの運用方法指導を行うことにより、適正な配布が実施されることと

なり、本案件の円滑な実施を支援することが可能と判断される。

(3) モニタリングシステムの構築と技術移転

現在ニジェール国では、マラリアの罹患者数などの医療統計データを上位機関へ報告

し、集計・分析する体制は整備されているものの、蚊帳や医薬品などマラリア対策用消

耗資材に関する需要分析、配布実績などの物流に関する情報管理が不十分なため、

必ずしも適正な資材の配分が行われていないなどの問題が散見される。従って、本ソ

フトコンポーネントにより、全ての管理機関（保健省、州・県保健局）に、共通の情報管

理体制を構築・導入するとともに、それらの情報の活用方法（モニタリングなど）を指導

することにより、不適切な配布が減少することとなり、本件実施後の協力成果の持続に

資するものと判断される。

2. ソフトコンポーネントの目標

2-1. ソフトコンポーネントの目標

マラリア対策における、関連実施機関の、ロジスティックス及び資機材管理体制の能力向

上を図る。

2-2. ソフトコンポーネント支援の具体的目標

(ア) 実施機関における資機材管理システムの構築と運営指導

各対象施設における適切な資機材管理の方法を開発（管理台帳の作成、管理手法の

開発など）するとともに、その運用方法を指導することにより、末端施設における管理状

況の改善。

(イ) 実施機関における適正な配布管理システムの構築

蚊帳などの直接住民に配布する資材に関して、受領書の作成、配布管理台帳など、適

正な配布管理システムを開発するとともに、その運用方法を指導し、末端施設における

運営管理体制の改善。



(ウ) モニタリングシステムの構築

上記管理システムで収集された情報の、上位機関に対する報告システムを構築と運用

指導を行うとともに、上位機関におけるこれら情報の有効活用方法を指導する。

3. ソフトコンポーネントの成果

本ソフトコンポーネントの実施により、先方の運営維持管理体制が向上することとなり、プロジェ

クトの効果的な活動が実施されるとともに、将来的にも適切なマラリア対策活動の持続性が期

待される。

(1) 資機材管理体制が整備されることにより、消耗品の余剰在庫あるいは在庫不足が予防

されるとともに、機器に関しては、調達機材の継続的な活用が可能となる。

(2) 資機材の運用体制が強化されることにより、適正な配布（重複配布の防止、適正な対象

者の選定など）が行われる。

(3) モニタリング体制が整備されることにより、案件終了後の適正な機材調達計画の策定が

可能となる。

4. 成果達成度の確認方法

ソフトコンポーネントの成果を確認する方法は次のとおりである。

項目 成果 成果達成度の確認方法

資機材管理体制が整備

される。

1.消耗品の不良在庫（余剰

在庫、期限切れ製品の在

庫など）、在庫不足が予防

される。

2.機器の適性かつ継続的な

運用が行われる。

各レベルの機関で、それぞれ作

成され記帳されている資材管理

台帳（消耗品用）を確認し、記載

内容の適切性、不良在庫や在庫

不足の有無を確認する。

機材管理台帳に関しては、記載

内容（機材管理番号、製品名、シ

リアル番号など）を確認し、記載

の正確さを評価する。また、保守

メンテナンスの実施情報が記載さ

れているか確認し、管理業務の

適確度を評価する。

資機材の運用体制が強

化される。

適正な配布が可能となる。 各レベルの機関において、住民

または下位レベル機関からの受

領書がファイルされているか確認

するとともに、それらの内容と管理

台帳を照合し、適切な管理が行

われているか確認する。また、棚

卸しにより、実在個を確認するとと

もに管理台帳と照合し、管理業務

の適確度を評価する。



モニタリング体制が整備

される。

適正な機材調達計画の策定

が可能となる

各レベルの機関において、下部

機関からの報告書のファイル、内

容などを確認し、実際の処理内

容や資機材調達計画との整合性

を確認し、適正なモニタリング体

制が機能しているか評価する。

5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画）

ソフトコンポーネントの活動（投入計画）は次のとおりである。

日本人の資機材維持管理専門家１名がマラリア対策局（PNLP）の担当責任者と協議し、管理

体制、モニタリング体制を策定するとともに、管理に使用する管理台帳、受領書、報告書書式

などの管理書類を開発する。その後、本件資機材の引渡しに合わせ、対象州・県保健局及び

州・県病院を訪問しモニタリング運用法及び機材管理法の指導を行う。

その後、県保健局において、保健局担当者、機材を引き取りに来た CSI 担当者に対し、管理･

運用方法を指導する。

ソフトコンポーネントのニジェール側対象者は以下の通り想定している。

(ア) PNLP

・計画機材が設置される検査室責任者（1 名）

・資機材管理担当者（1～2名）

(イ) 州保健局（5 州）

・資機材管理担当者（1～2名）

(ウ) 州病院（4病院）

・検査室責任者（1～2名）

・資機材管理担当責任者（1～2 名）

(エ) 県保健局（12 県）

・資機材管理担当責任者（1～2 名）

(オ) 県病院（12 病院）

・検査室責任者（1～2名）

・資機材管理担当責任者（1名）

(カ) CSI（158 ヶ所）

・CSI 管理責任者（各１名）

ソフトコンポーネント実施期間は、システム及び管理書類の開発に 1 週間、各県における運用

指導に 6週間強、整理期間 2 日間とし、機材引渡し前後 8週間を予定する。

項目 活動内容 成果品

資機材管理体制が整備

される。

1. PNLP 担当責任者と共同で、資機

材管理体制を策定する。

2. 資機材管理台帳を開発する。

3. 報告書書式を開発する。

1. 機材管理マニュアル

2. 資機材管理台帳

3. 各種報告書



4. 県保健局、CSI 担当者に対する指

導

資機材の運用管理体制

が強化される。

1. 適正な配布が実施される 1. 受領書

2. 配布管理台帳

モニタリング体制が整備

される。

1. PNLP に対し定期的な報告がされる 1. 各種報告書

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法

当ソフトコンポーネントの実施に当たっては、ニジェール国内に適正な専門家が不足している

こと、実施に当たっては、調達資機材の引渡しと連携して実施する必要があることなどを勘案し、

日本人専門家により実施されることが適当であると判断される。

7. ソフトコンポーネントの実施工程

調達機材が引き渡される時期と相前後して業務を開始する。投入期間は 8 週間を計画し、そ

のスケジュールは別紙のとおりである。

8. ソフトコンポーネントの成果品

施主及び日本側への完了報告書の他、ソフトコンポーネントの成果品として次を予定する。

① 資機材管理マニュアル

② 機材及び消耗品管理台帳

③ 資機材受領書

④ 各種報告書

9. ソフトコンポーネントの概算事業費（和文のみ）

ソフトコンポーネントの概算事業費は次のとおり 7,816,000 円と積算される。

直接人件費

従事人月
担当業務 月額（円）

現地 国内 計
横計（円）

機材維持管理

合計

766,000 2.0* 2.0 1,532,000

千円未満切捨

1,532,000

*実働 55 日＋移動日 5 日＝合計 60日



直接経費

１） 旅費・日当・宿泊費

担当業務
等

級

現地

日数
宿泊費(円) 日当(円) 航空運賃(円) 計(円)

機材維持管理 3 日 30 泊 x 11,600 = 348,000

26 泊 x 10,440 = 271,440

30 日 x 3,800 = 114,000

30 日 x 3,420 = 102,600

1回x 1,082,300

= 1,082,300

宿泊＋日当

＋航空運賃=

合計 619,440 216,600 1,082,300 1,918,340

※航空運賃：東京←→ニアメ往復 Y2 運賃

2） 日本国内旅費

東京←→成田 1回×4,140 円＝4,140 円 4,140 円

3） 車輌費

１台×11日×30,6700CF ×＠0.246 円＝82,993 円 82,993 円

１台×31日×81,052CF ×＠0.246 円＝618,102 円 618,102 円

１台×14日×101,040CF ×＠0.246 円＝347,981 円 347,981 円

車両費合計 1,049,076 円

4） 現地通訳費

1 人×55 日×100,000CF×＠0.246 円＝1,353,000 円 1,353,000 円

直接経費合計 4,324,556 円

（千円未満切捨） 4,324,000 円

間接費

１） 諸経費：直接人件費 x 90%

1,532,000 円×90% = 1,378,800 円 1,378,800 円

２） 技術経費：（直接人件費＋諸経費）x 20%

(1,532,000 円 + 1,378,800 円) ×20% = 582,160 円 582,160 円

間接費合計 1,960,960 円

（千円未満切捨） 1,960,000 円

ソフトコンポーネント費合計 7,816,000 円

10. 相手国実施機関の責務

PNLP には、ソフトコンポーネントにより構築された資機材の運用・維持管理体制を確実に実

施されていることを継続的にモニターし、指導･監督するとともに、得られた情報を適正な調達

計画に生かすことが求められる。



ソフトコンポーネント作業工程案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *

保健省
モニタリング体制にかかる協議及びシステム構築 *
モニタリングにかかる報告書等フォームの開発 * *
下位レベル機関における資機材管理方法の策定 *
上述管理に係る管理書類フォームの開発 * *

ドッソ州
州保健局

州保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 3 モニタリングシステムの説明・指導 *
州病院（1ヶ所） 機材管理担当者 3 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *

ボボイ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
18CSI 所長 18 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

ガヤ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
17CSI 所長 17 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

タウア州
ビルニコンニ県

県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
10CSI 所長 10 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

州保健局
州保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 3 モニタリングシステムの説明・指導 *
州病院（1ヶ所） 機材管理担当者 3 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *

イレラ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
12CSI 所長 12 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

マダウア県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
8CSI 所長 8 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

マラディ州
州保健局

州保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 3 モニタリングシステムの説明・指導 *
州病院（1ヶ所） 機材管理担当者 3 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *

マラディ市
市保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
市病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
5CSI 所長 5 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

マダルンファ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
10CSI 所長 10 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

テッサウア県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
14CSI 所長 14 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

ティラベリ州
州保健局

州保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 3 モニタリングシステムの説明・指導 *
州病院（1ヶ所） 機材管理担当者 3 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *

テラ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
26CSI 所長 26 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

サイ県
県保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 2 モニタリングシステムの説明・指導 *
県病院（1ヶ所） 機材管理担当者 2 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
15CSI 所長 15 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

ニアメ市
ニアメ市保健局

市保健局（1ヶ所） 機材管理担当者 3 モニタリングシステムの説明・指導 *
市病院（1ヶ所） 機材管理担当者 3 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *

ニアメ1&3保健区
保健区保健局(2ヶ所） 機材管理担当者 4 モニタリングシステムの説明・指導 *
保健区病院（2ヶ所） 機材管理担当者 4 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 *
26CSI 所長 26 機材管理台帳の説明及び運用法の指導 * *

保健省
PNLP 2 整理作業 * *

245

機材管理担当者

合計参加者数

PNLP

活動日程案（日数）

移動

2

2

対象 対象者 参加者数 活動内容

休日

疫学・保健統計
課



資料7

収集資料リスト

調査名 ニジェール国マラリア対策支援計画基本設計調査

番号 名 称

形態

図書・ビデオ

地図・写真等

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発行機関 発行年

1 開発促進貧困削減戦略 2008 年～2012 年 図書 コピー ニジェール政府 2007

2 国家保健医療開発計画 2005 年～2009 年 図書 コピー ニジェール保健省 2005

3 ロールバックマラリア国家戦略計画 2001-2005 図書 コピー ニジェール保健省 2001

4 国家マラリア対策戦略計画 2006-2010 図書 コピー ニジェール保健省 2006

5 マラリア対策国家政策 図書 オリジナル PNLP 2007

6 ニジェール共和国マラリア対策支援プロジェクト事前調査報告書 図書 コピー JICA 2007

7 保健統計 2002 年 書類 コピー ニジェール保健省統計局 2003

8 保健統計 2003 年 書類 コピー ニジェール保健省統計局 2004

9 保健統計 2004 年 書類 コピー ニジェール保健省統計局 2005

10 保健統計 2005 年 書類 コピー ニジェール保健省統計局 2006

11 保健統計 2006 年 書類 コピー ニジェール保健省統計局 2007

12 地域保健員用マニュアル 図書 コピー PNLP 2007

13 啓発用紙芝居データ 電子データ オリジナル JOCVニジェール 2005

14 予算分析 2004 年 図書 コピー ニジェール保健省 2006

15 官報(2008 年度予算) 図書 オリジナル ニジェール政府 2007

16 労働者単価 書類 コピー ニジェール労働省 2006

17 マラリア研修マニュアル 図書 オリジナル PNLP 2007
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